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１．本書の位置づけ 

中規模ホール整備官民連携事業優先交渉権者選定基準（以下、「優先交渉権者選定基

準」という。）は、富山市（以下、「本市」という。）が中規模ホール整備官民連携事業

（以下、「本事業」という。）の実施にあたって、本事業を実施する民間事業者（以下、

「民間事業者」という。）の募集・選定を行うに際して応募を希望する者に配布する募

集要項と一体のものである。 

優先交渉権者選定基準は、優先交渉権者を決定するための方法及び評価基準等を示し、 

応募者の行う提案に具体的な指針を与えるものである。 

２．民間事業者選定の概要 

（１） 民間事業者選定方式

民間事業者の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式を採用し、本市の要求

するサービス水準との適合性、事業遂行能力や事業計画の妥当性、資金調達計画の

確実性、リスク負担能力等、事業者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価し、優

先交渉権者を決定するものとする。

（２） 民間事業者の選定方法

民間事業者の選定は、「参加資格審査」及び「提案審査」により行うものとする。

「参加資格審査」においては、応募者の資格要件に係る適否について本市が審査す

る。 

「提案審査」においては、まず、提案内容等が基礎審査項目を満たしているか否

か等について本市が確認したうえで、「審査事項に係る評価」及び「提案価格に係る

評価」を行う。

（３） 民間事業者選定の体制

「審査事項に係る評価」にあたっては、本市が設置した「中規模ホール整備官民

連携事業ＰＦＩ事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）の委員が応募者

から提出された提案書類の審査を行い、その結果を本市に報告する。

本市は、選定委員会の意見に基づき、優先交渉権者及び次点を決定する。

選定委員会の委員は、下表のとおりである。

また、選定委員会は必要に応じて、舞台芸術・ホール運営・にぎわいの創出等を

含む専門の立場の方に意見を求めることができることとする。

なお、優先交渉権者の決定までに選定委員会の委員に対し、本事業について、事

業者の選定に関し自己の有利になる目的のため接触等の働きかけを行った場合は、

参加資格の取り消し、又は失格とする。
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【選定委員会 委員】

（敬称略）

氏名 所属

委員長 髙橋 啓 金沢学院大学 副学長・経営情報学部長

委員 久保田 善明 富山大学 都市デザイン学部 教授

委員 布目 剛 公認会計士

委員 伊東 正示 株式会社シアターワークショップ 代表取締役

委員 今本 雅祥 富山市副市長

委員 西田 政司 富山市企画管理部長
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３．審査の手順 

 審査の手順は、次のとおりとする。

（１）参加資格審査

（２）提案審査

予定価格を超過する提案については、

失格とする

基礎審査項目を充足していない場合には

失格とする

基礎審査項目を

充足しているか？

審査事項に係る評価（最高 800 点）

提案価格に係る評価（最高 200 点）

総合評価点の算定

最優秀提案の選定

審査開始

優先交渉権者の決定

失格

失格

Yes 

審査事項に係る審査中に要求水準を満たし

ていないことが判明した場合、失格とする

No 

No 

失格

提案価格の確認

予定価格以下か？

資格等が本市の要求を満たしていないと評価され

た者は提案書類を提出することができない。

資格等が本市の要

求を満たしている
No 

Yes 

Yes 



4 

（１） 参加資格審査

本市は、参加表明書及び参加資格審査に関する提出書類に基づき、応募者が、募

集要項に示す参加資格の要件を満たしているかどうかを審査し、要件の未達事項が

あれば失格とする。

（２） 提案審査

１）提案書類の確認

   提出された提案書類がすべて募集要項等の指定どおりに揃っているかを本市におい

て確認する。

２）基礎項目審査及び提案価格の確認

応募者の提案内容が、「別紙１ 基礎項目審査の評価基準」に掲げる基礎審査項目を

充足していること、及び提案価格が予定価格（提案価格の上限価格）を超えていない

ことについて本市が審査、確認を行う。基礎審査項目を充足している場合は適格とし、

基礎審査項目を１項目でも充足していない場合は失格とする。また、提案価格が予定

価格を超える場合は失格とする。なお、提案価格の上限価格は 6,987,000,000 円（消

費税及び地方消費税を含まない。）とする。 

３）審査事項に係る評価（審査事項評価点の算定）

   基礎項目審査において適格とされた提案について、選定委員会において「審査事項

に係る評価」を行う。審査事項に係る評価は、応募者の提案内容について、以下に示

す事項について加点基準に応じて得点（加点）を付与する。審査事項に係る評価点（「審

査事項評価点」という。）は最高 800 点とし、その内訳は、「別紙２ 審査事項及び評

価視点【一覧】」に示す。提案事項評価点の計算に当たり、小数点以下がある場合は第

２位を四捨五入するものとする。 

なお、審査事項審査の過程において、要求水準を充足していないことが判明した場

合には失格とする。

【審査事項に係る評価】

審査事項 配点 備考

① 事業計画に関する事項 100 配点の割合：最高 800 点中 12.5％ 

② 施設計画に関する事項 400 配点の割合：最高 800 点中 50.0％ 

③ 維持管理に関する事項 100 配点の割合：最高 800 点中 12.5％ 

④ 民間付帯事業に関する事項 150 配点の割合：最高 800 点中 18.8％ 

⑤ 事業効果に関する事項 50 配点の割合：最高 800 点中 6.3％ 

合計  800
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【加点基準】

評価水準 加点比率（評価点＝配点×加点比率）

A 各審査項目について特に優れている。
100％ 

B 各審査項目についてより優れている。
75％ 

C 各審査項目について優れている。
50％ 

D 各審査項目について優れている点はあ

まりない。
25％ 

E 各審査項目について優れている点はな

い。
0％ 

４）提案価格に係る評価

提案価格に対して、次式で提案価格評価点を与える。提案価格評価点の計算にあたっ

ては、小数点以下第２位を四捨五入し、提案価格評価点の上限を 200 点とする。 

なお、提案価格は、PFI 事業に係る提案価格を使用する。また、提案価格評価点の算出

のために使用する価格（「評価対象価格」という。）は、提案価格から提案価格内訳書に

示されたアスベスト対策費用を除いたものとする。 

提案価格評価点＝ 200 × 最低の評価対象価格 

評価対象価価格 

※評価対象価格＝提案価格－アスベスト対策費用 

※最低価格を提示した提案に満点（200 点）を付与する。 

５）総合評価点の算定

審査事項評価点と提案価格評価点を合計した値を総合評価点とし、これが最高となっ

た提案を最優秀提案、次順位の提案を次点として選定する。

総合評価点=審査事項評価点（最高 800 点）＋提案価格評価点（最高 200 点）

４．優先交渉権者の決定 

 本市は、提案審査結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。

優先交渉権者の決定にあたり、総合評価点が同点の場合は、「審査事項評価点」が最も高

い者を優先交渉権者とする。さらに「審査事項評価点」が同点の場合は、くじ引きを行い、

優先交渉権者を決定する。

本市が優先交渉権者と基本協定を締結しないことが確定した場合、又は基本協定が解除

された場合には、次順位以降の応募者と交渉するものとする。ただし、この場合であって

も同時に二者以上と交渉することはない。
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別紙１ 基礎項目審査の評価基準 

基礎審査項目 審査基準 主な対応様式番号

I  全般に関する事項 ・提案書類全体について、同一事項に対す

る２通り以上の提案又は提案事項の齟

齬、矛盾がないこと。 

・提案書類全体について、様式集に従った

構成（項目の構成、枚数制限等）になっ

ていること。 

提案書類全般 

Ⅱ 事業計画に関する事項 ・各様式に記載された提案の内容が、要求

水準を満たしていること。 

・リスク分担に関し、募集要項等で示した

リスクの分担方針との齟齬がないこと。

1-1-1～1-2-3 

Ⅲ 施設計画に関する事項 ・提案書類の各様式に記載を求めた提案の

内容が、要求水準を満たしていること。
0-1～0-14 

2-1～2-8、7 

Ⅳ 維持管理に関する事項 3-1-1～3-2、7 

Ⅴ 民間付帯事業に関する

事項 

・提案書類の各様式に記載を求めた提案の

内容が、募集要項等で示した要件に反し

ていないこと。 

0-1～0-14 

4-1～4-3 
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別紙２ 審査事項及び評価視点【一覧】 

別紙２参照


